
2月16日（水）～3月15日（火）
※土・日曜日、祝日除く。

市役所玄関ロビー（専用窓口）
野栄総合支所

提出期間

提出場所

感染症対策のため、混雑緩和にご協力を

●郵送やe-Taxを利用しましょう。
●譲渡取得や消費税は銚子税務署に相談を。
●医療費や経費などは事前に集計をしておきましょう。

の
申
告
は
お
忘
れ
な
く

税

　

市
・
県
民
税
な
ど
の
申
告
手
続
き
を
２
月
16
日
（
水
）
か
ら
受
け

付
け
ま
す
。
今
年
は
申
告
の
相
談
会
場
が
変
更
と
な
っ
て
い
る
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い（
＝
５
ペ
ー
ジ
表
）。

市
・
県
民
税
の
申
告

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
人
は

申
告
が
必
要
で
す
。

▼
令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
、

匝
瑳
市
に
住
所
が
あ
り
前
年
中

に
所
得
が
あ
っ
た
人

▼
給
与
所
得
者
の
場
合
、
次
の

い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

①
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
が
な
か
っ
た
人

②
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外

の
所
得
額
が
計
20
万
円
以
下
の

人▼
公
的
年
金
取
得
者
で
次
の
い

ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

①
源
泉
徴
収
票
の
控
除
内
容
に

変
更
ま
た
は
追
加
の
あ
る
人

②
年
金
収
入
額
が
４
０
０
万
円

以
下
で
、
そ
れ
以
外
の
所
得
額

が
計
20
万
円
以
下
の
人

▼
無
収
入
だ
っ
た
人
、
ま
た
は

非
課
税
所
得
の
あ
っ
た
人

　

な
お
、
申
告
が
必
要
と
思
わ

れ
る
人
へ
は
、
１
月
末
に
市
・

県
民
税
申
告
書
を
発
送
し
ま
し

た
。
届
い
て
い
な
い
人
で
、
申

告
書
が
必
要
な
人
は
税
務
課

（
市
役
所
１
階
）
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

※
令
和
３
年
中
に
所
得
の
無
か

っ
た
人
や
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
、

平
成
15
年
４
月
１
日
以
前
に
生

ま
れ
た
学
生
、
非
課
税
所
得
の

あ
っ
た
人
な
ど
は
裏
面
に
そ
の
旨

を
記
載
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
は
非
課
税
証
明
書
な
ど
の

発
行
の
基
礎
資
料
と
な
り
ま
す
。

《
申
告
の
必
要
が
無
い
人
》

▼
給
与
所
得
の
み
で
、
勤
務
先

か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出

さ
れ
て
い
る
人

▼
令
和
３
年
分
所
得
税
の
確
定

申
告
書
を
提
出
し
た
人
ま
た
は

提
出
す
る
人

▼
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
人

で
65
歳
未
満
の
人
は
98
万
円
以

下
、
65
歳
以
上
の
人
は
１
４
８

万
円
以
下
の
場
合

所
得
税
の
確
定
申
告

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
人
は
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申
告
が
必
要
で
す
。

▼
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な

ど
が
あ
り
所
得
額
の
合
計
が
控

除
額
の
合
計
を
超
え
る
人

▼
給
与
収
入
額
が
２
０
０
０
万

円
を
超
え
る
人
、
給
与
を
２
カ

所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る
人

▼
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外

の
所
得
額
が
計
20
万
円
を
超
え

る
人

▼
公
的
年
金
の
収
入
額
が
４
０

０
万
円
を
超
え
る
人
ま
た
は
４

０
０
万
円
以
下
で
そ
れ
以
外
の

所
得
額
が
計
20
万
円
を
超
え
る

人▼
土
地
や
建
物
な
ど
を
売
っ
た

譲
渡
取
得
の
あ
っ
た
人

《
還
付
申
告
を
す
る
人
は
》

　

給
与
所
得
者
や
年
金
所
得
者

な
ど
で
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得

税
に
つ
い
て
、
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
や
医
療
費
控
除
な
ど
に
よ
る

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場
合

は
、
２
月
16
日
以
前
で
も
提
出

で
き
ま
す
。

　

ｅイ
ー-

Ｔタ
ッ
ク
ス

ａ
ｘ
を
利
用
し
て
申

告
す
る
場
合
は
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等
作

成
コ
ー
ナ
ー
」
か
ら
直
接
申
告

で
き
ま
す
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ

イ
タ
が
必
要
）。
ま
た
作
成
し

た
申
告
書
な
ど
は
、
印
刷
し
て

銚
子
税
務
署
に
郵
送
ま
た
は
持

参
で
き
ま
す
。
郵
送
の
場
合
で

申
告
書
の
「
控
え
」
が
必
要
な

人
は
、
①
申
告
書
（
提
出
用
） 

②
同
（
控
え
） 

③
切
手
を
貼
っ

た
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
く

だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
を

　

申
告
手
続
き
に
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
記
載
と
本
人
確
認
書

類
（
番
号
確
認
書
類
・
身
元
確

認
書
類
）
の
提
示
ま
た
は
写
し

の
添
付
が
必
要
で
す
。
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人

は
、
カ
ー
ド
１
枚
で
番
号
確
認

と
身
元
確
認
が
行
え
ま
す
。

※
通
知
カ
ー
ド
を
番
号
確
認
書

類
と
し
て
使
用
す
る
場
合
は
、

裏
面
の
記
載
事
項
が
住
民
登
録

と
一
致
し
て
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

税に関する
問い合わせ先

▽市・県民税
税務課市民税班

☎73－0087
▽所得税・消費税
銚子税務署

☎0479－22－1571

　申告書作成のアドバイスを行う相談会場（＝下
表）を設けます。会場へは次の書類をお持ちくださ
い。混雑回避のため相談会場では定員を設け、受け
付けで整理券を配布します（当日受け付け順）。な
お、状況により、受け付けを早めに切り上げる場合
があります。
　また、今年は市民ふれあいセンターで申告相談は
行いませんので、ご注意ください。
必要なもの…①令和３年中の所得を証明する書類
（源泉徴収票など。事業所得や不動産所得などがあ

る人は経費などを集計した帳簿など） ②医療費控除
の明細書 ③保険料の控除証明書 ④本人確認書類
※市で受け付けできない申告相談の場合は、相談席
に案内後でも相談を打ち切ります。また、会場での
滞在時間短縮のため時間を要する複雑な確定申告に
ついても、銚子税務署に案内する場合があります。

《感染症対策へのお願い》
　申告相談は感染症対策を講じた上で開設します。来場の際
は、マスクを着用し検温と手指消毒にご協力ください。また、
発熱が認められる場合は入場をお断りする場合があります。

申告に関する相談会を開催します

◆申告書作成相談会などの日程

開催日・受付時間 場所 対象

申告書作成相談会　※税務署職員による出張相談会。税理士による無料申告相談コーナーも併設。

２月２日（水）・３日（木）
９時30分～12時、13時～15時30分

野栄総合支所（定員65人）
市・県民税、所得税（譲渡所得者含む）、
消費税、事業税

申告相談・提出受け付け　※土・日曜日、祝日除く。

２月16日（水）～３月15日（火）
９時～12時、13時～16時

八日市場ドーム（定員90人）
野栄総合支所（定員40人）

市・県民税、所得税
※譲渡所得者、消費税除く。

日曜申告相談・提出受け付け

２月20日（日）、３月６日（日）
９時～12時、13時～16時

八日市場ドーム（定員90人）
※野栄総合支所では行いません。

市・県民税、所得税
※譲渡所得者、消費税除く。

※八日市場ドーム内は土足禁止です。室内履きのご用意をお願いします。
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